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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，公益社団法人

日本空気清浄協会（JACA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業

規格を改正すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本産業

規格である。これによって，JIS K 3800:2009 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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バイオハザード対策用クラス II キャビネット 

Class II biological safety cabinets 

 
序文 

この規格は，NSF/ANSI 49 Biosafety Cabinetry : Design, Construction, Performance, and Field Certification を

参考にして，1994 年に制定された。今回，技術の進歩，使用現場での性能確認の重要性，及び NSF/ANSI 49

が 2014 年に改訂されたことに伴い，この規格の改正を行った。 

なお，対応国際規格は現時点で制定されていない。 

 

1 適用範囲 

この規格は，バイオハザード対策用クラス II キャビネットの性能，構造，材料及び試験方法について規

定する。バイオハザード対策用クラス II キャビネットに，排気ダクト及び遠隔送風機が接続されている場

合はそれらを含む。この規格は，正圧汚染プレナムが直接外壁に接する古典型クラス II キャビネットには，

適用しない。 

警告 1 バイオハザード対策用クラス II キャビネットの利用者は，病原微生物等の取扱い，及びバイ

オハザード対策用クラス II キャビネットの取扱いに十分な知識をもち，その運用に当たって

は，生物災害担当者又は責任者の指示に従う。この規格は，その使用に関連して起こる全て

の安全上の問題を取り扱うものではない。 

警告 2 クリーンベンチは，作業空間に清浄空気を送り，取り扱う試料の汚染を防ぐのが目的の機器

であり，作業者及び環境のバイオハザード対策を目的とした機器ではない。外観，空気の流

れ及び構造は，比較的似ているが，バイオハザード対策を必要とする作業にクリーンベンチ

を用いてはならない。 

注記 1 ここでいうバイオハザード対策用クラス II キャビネットは，感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律施行規則（平成 10 年厚生省令第 99 号，第 31 条の 2 第 10 号）の

規定に基づき厚生労働大臣が定める安全キャビネットである。家畜伝染病予防法施行規則（昭

和 26 年農林省令第 35 号，第 56 条の 8）に定める安全キャビネット，遺伝子組換え生物等の

使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（カルタヘナ法）（平成 15 年法律第 97

号）及び研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止

措置等を定める省令（平成 16 年 1 月 29 日文部科学省・環境省令第 1 号）別表第二，研究用

安全キャビネットでもある。 

注記 2 令和 5 年 1 月 19 日までの間は，JIS K 3800:2009 によることができる。 


